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山地災害防止キャンペーン！
～木の根っこ 山を崩さぬ 大きな手～

　我が国では、毎年約1,６00箇所以上で山地災害が発生し、人命や財産に大きな被害をもた
らしています。
  林野庁では毎年、山地災害の起こりやすい梅雨の時期に、国民の皆さまに山地災害防止に
対する理解と関心を深めていただくため、「山地災害防止キャンペーン」を実施しています。

山
地
災
害
の
多
い
日
本

　
日
本
の
国
土
は
、
険
し
い
山
が
続
く
複
雑
な
地

形
を
し
て
お
り
、
河
川
に
お
い
て
は
、
川
幅
は
狭

く
、
急
流
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
大
陸
プ
レ
ー
ト
と
海
洋
プ
レ
ー
ト
の
境
界
に
位

置
し
て
お
り
、
地
震
や
火
山
活
動
も
活
発
で
あ
り
、

本
年
１
月
に
は
、
令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
の
年
間
降
水
量
は
約

1
7
0
0
ミ
リ
で
、
こ
れ
は
世
界
平
均
の
約
２
倍

と
き
わ
め
て
雨
が
多
く
、
特
に
梅
雨
期
や
台
風
期
の

際
は
局
地
的
な
集
中
豪
雨
が
起
こ
り
、
各
地
に
大
き

な
災
害
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
雪
ど
け
期

に
は
、
河
川
の
増
水
や
雪
崩
の
危
険
性
も
高
く
な
り

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
条
件
に
あ
る
我
が
国
で
は
、
山
崩
れ

や
土
石
流
、
地
す
べ
り
な
ど
の
危
険
を
常
に
抱
え
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
山
地
災
害
が
、
あ
る
日
突
然
や
っ

て
き
ま
す
。
自
ら
の
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
、
日

頃
か
ら
防
災
へ
の
理
解
と
関
心
を
深
め
る
と
と
も

に
、
災
害
に
対
す
る
備
え
を
し
て
お
く
こ
と
が
重
要

で
す
。

　
林
野
庁
で
は
、
令
和
５
年
度
山
地
災
害
防
止
標
語

コ
ン
ク
ー
ル
に
お
い
て
最
優
秀
賞
と
な
っ
た
「
木
の

根
っ
こ　
山
を
崩
さ
ぬ　
大
き
な
手
」
を
標
語
と
し

注１： 治山事業とは、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全し、また、水資源の涵養、生活環境の保全・
形成等を図る極めて重要な国土保全政策の一つであり、安全で安心できる豊かなくらしの実現を図る上で必要不可欠の事業です。

注２： 保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣
又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地
の形質の変更等が規制されます。

て
掲
げ
た「
山
地
災
害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」を
５
月

20
日（
月
）〜
６
月
30
日（
日
）に
実
施
し
、
各
都
道
府

県
・
市
町
村
と
連
携
し
て
、
各
地
に
お
い
て
山
地
災

害
の
未
然
防
止
や
少
し
で
も
被
害
を
軽
減
さ
せ
る
た

め
の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

主
な
活
動
内
容

　
本
格
的
な
大
雨
シ
ー
ズ
ン
を
前
に
、
治
山
施
設
の

点
検
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
方
々
に
お
住

い
の
近
く
の
裏
山
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た

め
、
危
険
な
箇
所
を
示
し
た
マ
ッ
プ
や
危
険
な
予
兆

の
見
極
め
方
を
ま
と
め
た
チ
ラ
シ
な
ど
の
配
布
・
掲

示
、
小
学
校
な
ど
で
の
防
災
教
室
の
開
催
、
治
山
事

業
（
注
1
）
の
重
要
性
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
現

場
見
学
会
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
保
安
林
（
注
2
）
制
度
の
周
知
や
保
安
林

の
巡
視
な
ど
の
活
動
を
通
じ
て
保
安
林
の
適
切
な
管

理
に
取
組
み
ま
す
。

令和５年７月梅雨前線豪雨災害による被害（秋田県秋田市）

令和６年能登半島地震による被害（石川県輪島市）
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ヘリコプターによる被害状況調査 消防・警察と連携した治山施設パトロール

中学生を対象にした防災講座

職員派遣による災害箇所調査

ま
ず
は
危
険
な
場
所
、
避
難

場
所
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と

　
山
地
災
害
に
よ
る
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め

に
は
、
日
頃
か
ら
身
近
に
あ
る
山
崩
れ
や
土
石
流
、

地
す
べ
り
な
ど
の
起
き
や
す
い
危
険
な
場
所
や
、
台

風
や
大
雨
の
際
の
避
難
場
所
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が

重
要
で
す
。

　
都
道
府
県
な
ど
で
は
、
山
地
災
害
が
発
生
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
所
を「
山
地
災
害
危
険
地
区
」と
し
て

把
握
す
る
と
と
も
に
、
日
頃
か
ら
治
山
施
設
の
点
検

な
ど
の
山
地
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
避
難
場
所
な
ど
の
防
災
情

報
と
と
も
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
防
災
マ
ッ
プ
に
掲
載

し
て
い
ま
す
の
で
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
防
災
活
動
や

避
難
に
役
立
て
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
山
地
災
害
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」を
通
じ
て
、
こ

れ
ら
の
情
報
を
よ
り
多
く
の
方
に
伝
え
て
い
く
と
と

も
に
、
災
害
発
生
時
の
警
戒
避
難
体
制
を
整
備
し
、

地
域
の
皆
さ
ま
と
連
携
し
た
防
災
・
減
災
に
取
り
組

む
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
御
理
解
・
御
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
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